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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動機本体と、
　前記電動機本体の出力軸に連結されて、前後方向に往復動するようになり、その一端部
に前記電動機本体の前記出力軸とねじ結合されるねじ山が形成され、他端部に第１締結孔
が形成されたリードスクリューと、
　前記リードスクリューの他端部を収容する結合部が形成され、前記リードスクリューの
前記第１締結孔に対して互いに連通可能な結合位置に形成された第２締結孔を有するボー
ル状のジョイント部材と、
　前記リードスクリューとボール状の前記ジョイント部材とを結合するように前記第１締
結孔及び前記第２締結孔を貫通する結合部材と、を含み、
　前記ジョイント部材は、前記第２締結孔が形成された位置で熱融着により変形されて前
記結合部材が前記結合位置から離脱されることを防止することを特徴とする、リードスク
リューを有する電動機。
【請求項２】
　前記リードスクリューとボール状の前記ジョイント部材との前記結合位置に前記第１締
結孔及び前記第２締結孔が形成されることを特徴とする、請求項１に記載のリードスクリ
ューを有する電動機。
【請求項３】
　前記第２締結孔は、
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　前記ジョイント部材の熱融着時に閉鎖されることを特徴とする、請求項２に記載のリー
ドスクリューを有する電動機。
【請求項４】
　前記結合部材は、
　前記リードスクリューの径より大きく、前記ジョイント部材の径よりは小さい長さを有
することを特徴とする、請求項１に記載のリードスクリューを有する電動機。
【請求項５】
　前記結合部材は、
　チューブ状の弾性ピンで設けられることを特徴とする、請求項１に記載のリードスクリ
ューを有する電動機。
【請求項６】
　前記結合部材は、
　金属材質で形成されることを特徴とする、請求項５に記載のリードスクリューを有する
電動機。
【請求項７】
　前記リードスクリューは、
　前記電動機本体の出力軸にねじ結合されることを特徴とする、請求項１に記載のリード
スクリューを有する電動機。
【請求項８】
　前記電動機本体は知能型ステッピングモータ（ＩＳＭ）が備えられたことを特徴とする
、請求項１に記載のリードスクリューを有する電動機。
【請求項９】
　前記結合部材の両端部は前記結合位置から前記リードスクリューの前記第１締結孔の外
部に突出されることを特徴とする、請求項４に記載のリードスクリューを有する電動機。
【請求項１０】
　前記結合部材の突出部位は前記ジョイント部材の前記第２締結孔の内側に位置されたこ
とを特徴とする、請求項９に記載のリードスクリューを有する電動機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、知能型ステッピングモータのスクリュージョイント締結構造に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　最近、自動車の安全に対する関心が高まるに従って、夜間に自動車を運転する際に、運
転者が回転する方向の照度をより高められるよう、自動車のヘッドライトの照明角度を調
節できる自動車のヘッドライト制御装置が種々提案されている。
【０００３】
　一般に、自動車のヘッドライトの角度を変更するためには、モータ駆動を用いた角度調
節装置が使用されるが、前記モータの端部には、ジョイント連結のためのリードスクリュ
ージョイントが設けられ、角度調節ユニットを動かして、ヘッドライトの照射方向を調節
する。
【０００４】
　このようなモータの端部に設けられたリードスクリューの端部は、ボール状のジョイン
ト部材がスプリングピンを用いて固定される。即ち、前記リードスクリューには第１ピン
ホールが形成され、前記ボール状のジョイント部材の結合位置には第２ピンホールが形成
されて、スプリングピンを前記第１及び第２ピンホールに圧入結合し、前記ボール状のジ
ョイント部材は熱融着して固定する。
【０００５】
　ところが、このような結合構造によると、頻繁に動作するボール状のジョイント部材と
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スクリュージョイントとの結合のためには、熱融着工程とスプリングピン押入工程等の２
段階の組み立て工程が行われていることから、作業効率性が低下し、スプリングピンの圧
入部に微細なギャップ（ｇａｐ）が形成される場合、結合部分において流動が繰り返して
発生し、前記リードスクリューの往復移動動作が精度よく行われないという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態では、リードスクリューの往復移動動作を精度よく維持することがで
き、組み立て作業が簡素化されて、生産性を向上できるよう構造が改善されたリードスク
リューを有する電動機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係るリードスクリューを有する電動機は、電動機本体と、前記電動機
本体の出力軸に連結されて、前後方向に往復動するリードスクリューと、前記リードスク
リューの端部に連結されるボール状のジョイント部材と、前記リードスクリューとボール
状のジョイント部材とを結合する結合部材とを含み、前記結合部材は、前記ジョイント部
材の前記結合部材が挿入結合する面を熱融着して、前記結合部材の離脱を防止することを
特徴とする。
【０００８】
　本発明の一実施形態によると、前記リードスクリューとボール状のジョイント部材との
結合位置には、前記結合部材が貫通する第１及び第２締結孔が形成されることが好ましい
。
【０００９】
　前記第２締結孔は、前記ジョイント部材の熱融着時に閉鎖されてもよい。
【００１０】
　前記結合部材は、前記リードスクリューの径より大きく、前記ジョイント部材の径より
は小さい長さを有し、チューブ状の弾性ピンで形成されてもよい。
【００１１】
　また、前記結合部材は、金属材質で形成されることが好ましい。
【００１２】
　また、前記リードスクリューは、前記電動機本体の出力軸にねじ結合されてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の様々な実施形態によると、ジョイント部材の熱融着によってチューブ状の弾性
ピンで設けられる結合部材が挿入される締結孔を塞ぐため、繰り返して衝撃荷重が生じて
も、結合部材が離脱する等の不良を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係るリードスクリューを有する電動機の一例を示した斜視
図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るリードスクリューとボール状のジョイント部材との結
合関係を示した分解斜視図である。
【図３】リードスクリューとボール状のジョイントとを熱融着で結合した状態を示した正
面斜視図である。
【図４】図３の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明によるリードスクリューを有する電動機について図面を参照して説明する
。
【００１６】
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　図１は、本発明の一実施形態に係るリードスクリューを有する電動機の一例を示した斜
視図であり、図２は、本発明の一実施形態に係るリードスクリューとボール状のジョイン
ト部材との結合関係を示した分解斜視図であり、図３は、リードスクリューとボール状の
ジョイントとを熱融着で結合した状態を示した正面斜視図であり、図４は、図３の断面図
である。
【００１７】
　図示したように、本発明に係る電動機は、電動機本体１０、リードスクリュー１１０、
ジョイント部材１２０及び結合部材１３０を含む。
【００１８】
　前記電動機本体１０は、知能型ステッピングモータ（ＩＳＭ）で設けられることが好ま
しく、精密な制御を通じて自動車のヘッドライト方向転換装置に最適化して設けられる。
前記電動機本体１０の端部には、電動機の回転動力を往復運動に切り替えて出力する出力
軸１１が設けられる。
【００１９】
　リードスクリュー１１０は、前記出力軸１１と連結されて、前記電動機本体１０の出力
軸１１から出力される動力の伝達を受けて、図１の矢印Ａ方向に往復運動を行う。前記リ
ードスクリュー１１０は、前記出力軸１１にねじ結合できるように端部にねじ山１１２が
形成されてもよい。
【００２０】
　ジョイント部材１２０は、図２及び図３に示したように、前記リードスクリュー１１０
の前記ねじ山１１２が形成された端部の他端と結合し、端部がボール状を有するように形
成されてもよい。前記ジョイント部材１２０は、図示されない自動車のヘッドライト方向
転換ユニットと連結されて、前記リードスクリュー１１０の前進及び後退動作に応じて前
記ヘッドライト方向転換ユニットに動力を伝達する役割を果たす。
【００２１】
　結合部材１３０は、前記ジョイント部材１２０とリードスクリュー１１０とを結合する
ためのものであって、このため、前記リードスクリュー１１０とジョイント部材１２０各
々には第１締結孔１１１及び第２締結孔１２１が設けられる。前記第１及び第２締結孔１
１１、１２１は、前記リードスクリュー１１０とジョイント部材１２０との結合位置にお
いて互いに連通できる位置に設けられる。従って、前記リードスクリュー１１０にジョイ
ント部材１２０の結合部を挿入すると、結合位置において前記第１及び第２締結孔１１１
、１２１は互いに連通し、前記連通した第１及び第２締結孔１１１、１２１に前記結合部
材１３０を貫通結合して、前記リードスクリュー１１０にジョイント部材１２０を結合す
ることができる。
【００２２】
　一方、図２乃至図４に示したように、前記第１及び第２締結孔１１１、１２１を通過し
た結合部材１３０は、中空の金属材質のチューブ状の弾性ピンで設けられてもよい。前記
結合部材１３０の長さは、図４に示したように、前記リードスクリュー１１０の幅よりは
長く、前記ジョイント部材１２０の幅よりは短く形成されて、結合位置において結合部材
１３０の両端部が前記リードスクリュー１１０の第１締結孔１１１の外側に突出しながら
、突出部分が前記ジョイント部材１２０の第２締結孔１２１の内部に位置されるように構
成されてもよい。
【００２３】
　このように、前記結合部材１３０がリードスクリュー１１０とジョイント部材１２０各
々に設けられた第１及び第２締結孔１１１、１２１に結合されると、作業者は、前記ジョ
イント部材１２０の外部に露出している前記第２締結孔１２１を熱融着によって閉鎖して
、前記結合部材１３０の離脱を防止することができる。即ち、ジョイント部材１２０は、
一般に樹脂材質で形成されるため、図１及び図３に示したように、前記第２締結孔１２１
が形成された位置を熱と圧力を加えて熱融着すると、前記第２締結孔１２１が形成された
付近が熱変形されながら溶け落ちる。この溶け落ちた樹脂は、前記第２締結孔１２１の内
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部に含浸されて前記第２締結孔１２１全体を全部塞ぐこともあり、熱変形された樹脂の一
部が前記第２締結孔１２１の内部に流入されて、前記第２締結孔１２１の一部のみを閉鎖
することもある。従って、前記第２締結孔１２１を介して挿入された結合部材１３０は、
前記第２締結孔１２１が熱融着によって閉鎖されて、外部衝撃によって結合位置から離脱
することを防止することができる。
【００２４】
　以上、説明し、図面に図示された本発明の実施形態は、本発明の技術的思想を限定する
ものと解釈されてはならない。本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項の
みによって制限され、本発明の技術分野において通常の知識を有する者は、本発明の技術
的思想を多様な形態で改良変更することができる。従って、このような改良及び変更は、
通常の知識を有する者にとって自明である限り、本発明の保護範囲に属することができる
。
【符号の説明】
【００２５】
１０　　　　電動機本体
１１　　　　出力軸
１１０　　　リードスクリュー
１１１、１２１　　　締結孔
１１２　　　ねじ山
１２０　　　ジョイント部材
１３０　　　結合部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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